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こども達をとりまく環境のグローバルスタンダード 

５月２０日講演会出席の為来日中のレオナルド・エドワーズ氏（経歴：カ

リフォルニア州家庭裁判所所長、シカゴロースクール教官）、追手門学院大学

教授善積京子氏（ヨーロッパ各国のワークライフバランスの研究を現在行う。

スウェーデンに居住されての研究実績を著書で出版）講演後のお二人への独占取材より抜粋です。司法

の観点も含めた日本の子供たちを取り巻く環境について伺いました。 

―エドワーズ氏― 

子供、家族の問題は社会の基礎であり、国をあげて、政府、政治家も含めて、堂々と広く公に議論さ

れるべき問題です。子供、家族の問題は日本のように公にされず処理される問題ではありません。 

例として、共同親権などの子供、家族に関わる環境も、子どもが必要としているのは何か、しっかり

と国家で考えるべき問題で、アメリカやフランスは、親に対し、仕事だけでなく両方の親が育児に関わ

る事の大切さを訓練をする制度もあり、母親だけでなく父親も必ず育児休暇を取る制度を採用していま

す。＜アメリカでは州ごとに法律があるが、より子供に関わる環境が改善されるよう、多い州では毎年

のように州法が改善されるそうです。―講演にて―＞日本人へのアドバイスとしては、個々人が実践を

していく事も大事。仲間を増やしながら行っていくのです。 

―善積氏― 

日本の一番の問題は、例え制度があっても実践されない、制度と実践にギャップがあることです。 

このインタビューの他、日本のさまざまな問題点を教えて頂きました。例を挙げると、日本ではおよ

そ３組に１組の夫婦、年間約２５万組の夫婦が離婚しています。その中で毎年１６万人以上の子供が片

方の親と会えなくなっており、国際的に問題とされている中で今般のハーグ条約への参加となりました。 

この点の日本における原因は、家庭内暴力へ対応する制度、運用する機関が国際比較で貧弱な為、親

子の交流と度々混同して取り扱われる点、また家庭裁判所での取り扱いの中で、日本も加盟している子

どもの権利条約の誤った運用にあります。 

子どもの権利条約の中に意見表明権というものがあります。日本の家庭裁判所におけるこの子どもの

意見表明権の誤った運用が、国連子どもの権利委員会の中で問題視されています。 

日本の家庭裁判所では、離婚家庭の子どもから、同居をしていない父親、母親に会いたくないと発言

があった場合には、その親に会せない、もしくは交流を大きく制限するといった対応が取られています。 

その理由としてこの意見表明権を家庭裁判所の職員が引用していますが、１４，１５才以下の子ども

の交流をこの意見表明権を理由に行わせない、もしくは大きく制限する国は、先進国と呼ばれる国では

一つもないそうです。国際的に、離婚夫婦間で協力して子どもの取決めができない環境下におかれた子

供が、一緒に暮らしていない親と会いたいと発言できるケースはほぼ無いという多くの研究結果も出さ

れています。表面的に少子化の叫ばれる日本、その陰には子どもの環境を軽視してきた様々な現実が隠

されています。（原健二朗、ワークライフバランス研究者・記者）  
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●主張 

フランスから見た 

日本のハーグ条約加盟 
内田 修 

（フランス・ボルドー在住、広島出身、３６歳） 

 

フランス当局は日本の未加盟を長い間非難して

いました。今回の日本の加盟についてはかなり称

賛しているように思います。普段のメディアのニ

ュースで取り上げられたわけではございませんが、

日仏関連サイトでは日本の加盟について書かれた

記事がいくつかあります。未加盟期間が長かった

日本国ですので、今後の日本国内の法整備や進展

に日仏の関係者は注目しています。 

フランスで生活しているなかで、日本が条約未

締結国であるという事自体がそれほど一般的に知

られていることではありませんので、この話題に

触れるという事は稀です。同じような立場のフラ

ンス人の父親でさえも、日本の加盟についてほと

んど知られていないというのが現状です。私が「日

本が加盟した」と伝えるまでは、今までは加盟し

ていなかったんだという返事が返ってくることも

あるぐらいです。 

裏を返せば、離婚後も共同親権が当たり前の国

ですので、片親親権が通常の日本に対してはなぜ

先進国でありながら、ここまで時間がかかったの

か不思議でならないようです。 

 フランス国内でも父親の不平等を訴える抗議運

動が行われています。２月には Serge Charnay

（セルジュ・シャルネ）さんが共同親権が通常の

フランスで親権を剥奪されたことに対して抗議し、

クレーンに上って抗議したことが大きくメディア

で取り上げられました。結果、フランス中に父親

の権利の不平等さを一般市民に知らしめることが

できたと思います。少なからず、私たち父親のグ

ループは彼の大胆な行動に非常に勇気付けられま

した。彼等が特に主張しているのはフランスは共

同親権は前提としているのですが、子供の居住地

を片方に決めてしまうので、共同親権と言えども

３０日間のうち、母親宅が２６日で父親宅が４日

間であるという現実に対して不平等だと主張して

いるのです。彼個人の問題としては共同親権も剥

奪されていますので、それを取り戻したいと切に

願われています。 

８月初旬にも同じような抗議を行っています。

彼の行動に率先されて、同じような境遇の父親団

体も抗議に参加するようになってきており、フラ

ンスの小規模都市ではありますが、定期的に抗議

運動が開催されております。８月末にも私の住む

ボルドーから電車で一時間ほどの La Rochelle

（ラ・ロッシエル）という街で抗議活動が予定さ

れていまして、私も参加予定です。その場で日本

とフランスの離婚後の父親の現状についての意見

交換をしっかり行ってこようと思っております。 

私はフランス人女性との間に子供（現在 7 歳

男・4 歳女）がおりますが、現在はフランスで離

婚訴訟中です。子供との面会が仮の取り決めとし

て相手側の母親のアパートの廊下でのみという状

況になっております。もちろん子供を外に連れ出

すことは不可能で、子供に会いたければ相手側の

家に行くしかないのです。そのためだけではない

ですが、今はフランスに滞在するしかございませ

ん。 

家の中だけでの面会ですので、相手側の好きな

ように振る舞われます。監視用カメラを 4 台～５

台設置されております。面会時間（朝１０時～１

８時まで）の間に相手側の知人や近所の味方につ

けている方々が頻繁に出入りします。これは、わ

ざと私が面会で相手側のアパートに滞在している

のを知って、少しでも私に対して嫌がらせのつも

りで行っていると思われます。（私が面会に行くの

をあきらめることを待っているように思います） 

そもそもそのような判決が出たのも、日本がハ

ーグ条約に加盟していなかったため、私が子供た

ちと自由な面会が可能であれば、日本に連れ帰る

ことを懸念しての事だと推測できます。元々、私

たち家族は日本の大阪で定住地に定め生活してお

りましたが、一時的なフランスへの里帰りを装っ

た連れ去り行為であり、（その連れ去り行為につい

てはそもそも検討の対象から外れています） 

このような不当な判決の理由も En l'espèce, 

la distance qui sépare les parents ...（私が

子供と地理的に離れているためにコミュニケーシ

ョンがとりにくい）という事が理由のようですが、

両親共同親権の原則が覆されるのは、通常虐待な

ど相当ひどい事情が父親にある場合であって、こ

の理由付けは明らかに不当だと思われます。 

今後もできる限り日仏で戦っていくつもりです

し、少しでも私の体験を踏まえて、両国の父親の

現状を皆様にも伝えていければと考えております。 
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連続講座「親権と家庭裁判所」レポート 

 

 

 

★６月８日第１回 

「家庭裁判所の歴史」 
津田玄児さん 

●日弁連子どもの権利委員会 

 

 

 

はじめにお断りしておきたい。当日講師が持参

された資料は，実に１０ページにわたるもので，

江戸時代の民事慣例から，明治民法の公布，更に

戦後の新民法に至るまでの歴史と時代背景が，と

てもわかりやすくまとめられ，併せて関連する条

項が記載されている。 

 正確さという点からも，ぜひ「資料」の方を読

んでいただきたいと思うのです。 

 

 江戸時代，身分制度により各層ごとに民事は多

様であるが，司法省がまとめた「民事慣例類集」

（１８７７年 Ｍ１０）「全国民事類慣例集」（１

８８０年 Ｍ１３）によれば，婚姻，その後の紛

争は媒介人が需要な役割を果たしていた。妻が無

能力者になることは少なく，妻の地位が格別低く

はなかった。 

 １８９０年（Ｍ２３年）旧民法公布。これはフ

ランス，イアリア民法の影響を受けたもので，妻

の夫への従属，家族の戸主への従属を規定した。

戸主に一家を支配する権限を与えた。それでも「民

法出でて忠孝滅ぶ」と批判を浴びて，一層戸主，

夫，親の支配を強くした民法が，１８９３年に施

行された。家長（戸主）は戸主権，親権，夫権を

持ち，家族を支配し，家督，家督相続制度がこれ

を支えた。戸主権の行使ができないときは，裁判

所が親族，縁故者の中から３人以上を選任する「親

族会」を設け，「家」の維持・発展に関する重要事

項はそこで決められた。しかし「家」制度は庶民

の実態とズレがあり，スタート直？後から改革す

べしの議論があった。 

 戦後，１９４７年（Ｓ２２）日本国憲法施行に

伴い，１９４８年（Ｓ２３年）１月１日，民法の

一部を改正する法律が施行され，戸主権，夫権，

家督，家督相続が廃止された。この戸主権，家制

度，男性優位女性差別の解体は大きな転換であっ

たが，家制度の残影が遺された。子どもについて

は親権の規制をはじめ，殆ど明治民法規定の変更

はなかった。 

 新民法制度の運用の中心を担うものとして，家

庭裁判所が発足した。旧民法下の「親族会」に変

わるものとして，「家庭審判所」が出来，更に「家

庭裁判所」へと発展したものである。家庭内の紛

争を，円満・迅速に解決に当たるものとして，調

停を前置きした。家庭裁判所を「個人の尊厳と両

性の本質的平等」の実現を支え，民主的運営を計

るため，「家庭裁判所委員会」が設けられた。また，

紛争を科学的視点で，家庭を構成する一人一人の

要求に則した解決を模索する役割の「調査官」制

度が導入されて，ケースワーク的取り組みも進ん

だ。しかし，裁判官中心で官僚的再編も進み，初

期の理念が消えて，期待された効果が十分に果た

されないのが現状である。 

 現在の家庭裁判所が，家族の中で最も弱い子ど

もを守る法制として，しっかりと機能しているか

どうか。たとえば，夫婦の別居・離婚に伴い，子

どもを先に連れ去った方が勝ちという現実があり，

裁判所は必ずしも子どもの最善の利益に従った解

決にはならないという問題もある。婚姻後別姓の

選択，非嫡出子への差別の改善，個人を大切にす

る改革は提起されているが実現はされていない。

どのような変革が好ましいか，広い視点で慎重に

検討する必要がある。ということで話は終わり，

質疑応答に入り，講師は真摯に応じられた。 

(木船一江) 
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★６月２９日第２回 

「家事事件手続法で

何が変わる？」 
杉井静子さん 

●日弁連家事法制委員会委員長 

 

 第 2 回目の講座は、杉井弁護士を講師に迎え、

今年の 1 月から施行された家事手続法についてで

ある。多くの人が興味を持っている様で多くの参

加者集まりました。 

昭和 22 年に制定されて以来 64 年間に渡り全面

的な改正が行われてこなかった家事審判法には、

当事者の手続き保障がないという手続き法として

の事項不備があること、時代の移り変わりにより

家族をめぐる事件の複雑多様化に適合しなくなっ

たという様な問題点がありこれらの問題点を解決

するための改正であったそうです。そして、家事

手続法への改正の狙いは、①手続の透明化、②制

限行為能力者の自己決定の尊重、③市民にとって

利用しやすい手続の 3 つの点が改正の方向性とし

て説明されていました。 

まず、審判については「通則」で規定の整備と

手続保障の拡充が行われており。例としては４～9

条の管轄について、移送申立権を認め(9 条 I)、移

送の決定には即時抗告が出来るようになった(9 条

III)点だそうです。 

次に制限行為能力者の自己決定の尊重では、手

続行為能力、代理等の規定が整備され(18～25 条)、

原則として民事訴訟法を準用し、各則において意

思能力がある限り手続行為能力があり、22 条～26

条の手続代理人に関する条項により意思能力があ

る制限行為能力者が手続行為をすることが出来る

審判、調停の手続に参加が可能となったことなど、

今回施行された家事手続法のポイントとなる点に

ついて解説をしていただいた。 

また今回の家事手続法では、市民にとって利用

しやすい手続として電話会議（第 54 条）の利用に

ついても規定され、遠隔地との調停や審判も利用

しやすくなるのではとの話であった。 

参加者からも様々な質問があげられるなど参加

者の意識も高い講座であったと思う。（大熊康之） 

 

ぼくが通った千葉家裁には、決定を１年以上放置

する、「昼行燈」と呼ばれた総括裁判官がいました。

実際にその裁判官が担当することになったぼくの娘

たちは、その間２年にわたって父親と引き離されま

した。事実認定はぼくが見たこともない相手方の主

張や裁判所の調査によって成り立ち、反論するには

高裁に行かざるをえませんでした。次の裁判官も千

葉家裁の総括裁判官（駒谷孝雄）でしたが、この裁

判官も「家事事件手続法はまだ施行されていません

から」と、前の裁判官と同様、ぼくが聞いたことの

ない調査をもとにした事実認定をしていました。裁

判所の調停委員や書記官は、ぼくが何か主張をする

と「紙に書いてきてください」と自分のすべき仕事

を利用者にさせようとします。今どきこんな殿様商

売は裁判所くらいでしょう。 
今回の改正で審判の書面はすべて双方に届きます。

調停でも申立書の写しが原則公布されますが、「別紙」

や「事情説明書」は相手方に送られません。もっと

も調停不成立になると、審判後は原則閲覧可能にな

るので、「調停委員止まり」の文書は不可になります。

「必要的陳述聴取」と言って、審判では必ず当事者

の意見を聞くことになりました。また相手方の審問 

 
には立ち会う権利があります。一番大きいところは、

「調停に代わる審判」の対象が拡大したことで、婚

姻費用や養育費、親権者の指定・変更なども対象に

なります。また、保全処分は調停継続中から申し立

て可能になりました。これらは時間がかかるばかり

で意味のない「話し合い」を裁判所に強制される面

会交流事件でこそ活用されるべきものです。それは

「これからの事例の積み重ね」によることになりま

す。 
 これらの手続きがどの程度機能するかについては、

家庭裁判所が連れ去り・引き離しを容認し、不平等

な「話し合い」をさせている間は、あまり肯定的に

とらえるのは楽観的過ぎるでしょう。医療では患者

に、メリットデメリット等必要な情報を開示して合

意の上で治療を施す、「インフォームドコンセント」

が定着してきました。何の説明もなく医者が患者を

治療して責任を取ってこなかった権威的な姿勢が強

く批判されたからです。現在の裁判所も同じ状況に

あるでしょう。 
これらの法を武器に、家裁による引き離しを防止

できるかどうかは、私たちの手にかかっています。 
（宗像充） 
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★７月１２日第３回 

「子ども手続き代理人？」 

木村真実さん 

●第一東京弁護士会子どもの権利委員会 

 

 

 ぼくたちの運動は、親の権利を振りかざして子

どものことを考えていない、という見方でとらえ

られることが多い。特に会ってもいない人たちに

そういわれることが少なくないので、そういう批

判の仕方をする人間には、「自分の子どもがもしい

たら、施設にでも入れてからおっしゃったらいか

がでしょうか」というようにしている。今回、木

村さんには、日弁連の肝いりでできたかのように

見えた「子ども手続き代理人」についてお話しい

ただいた。ｋネットが率直に弁護士たちの批判を

する中で、よく来てくださったと思う。 

 今回は「子ども代理人」制度を中心に話をして

いただくように頼んだが、木村さん自身は子ども

の人権から離婚制度にまで広く自分の考えを紹介

してくれた。 

 人権というのは「人間が生まれながらに持って

いる権利」でいわば「当たり前のもの」というこ

とができるが、もちろん子どもも人権を持ってい

る。木村さん自身は、「制度」としての婚姻には消

極的だという。現実的には「婚姻の継続」は「妥

協と我慢の産物」なのだから夫婦の離婚はやむを

得ない。とはいえ、婚姻も離婚も妊娠も出産も親

が決めるわけで、離婚によって子どもが受ける悪

影響を最小限にすることは親の務めと言える。実

際民法７６６条の改正がそういう点からなされて

いるわけで、子どもを連れて出ていったことを利

用して協議するのは、７６６条の精神に反する。 

 ところで新しくできた「子ども代理人」は、家

事事件手続法ができて、意思能力があれば子ども

にも手続き行為能力があることとされたことから、

子どもの「手続き代理人」が制度的に導入が可能

になった。子どもの意思を把握し、子どもの意見

表明権を具体化するものとして、弁護士会はこの

制度に期待をよせた。一方裁判所は調査官がいる

ので、子どもに「手続き代理人」をつけるのに消

極的で、施行から半年でわずか２件しか事例がな

い。裁判所が意思能力がある年齢として１５歳を

主張し、日弁連は１０歳くらいを主張したという

ほど、思惑が違っている。子どもの代理人の費用

を誰が出すのかすら法律では決まっておらず、弁

護士の中には、とりっぱぐれるのではという懸念

もある。また子どもがどうやってこの制度のこと

を知って使えるように至るのか、課題もある。 

 質問も活発だった。特に調査官とどう違うのか、

という点について、木村さんからは、裁判官の調

査官への信頼は厚いがそれだけでいいのか、もう

一段、二段深いことができるのではないか、とい

う期待が述べられた。弁護士会の中から、子ども

の聞き取りについて経験のある弁護士が推薦され

るという。代理人なので複数回子どもから聞き取

りをするし、調査官じゃない人でないと親から独

立した意見は出にくい。子どもの弁護士が親から

推薦されるのでは、お金をもらう人から自由でい

られないので、第三者の弁護士をつけるというこ

とになる。木村さんは報酬制度の問題もあって、

弁護士は自営業の商売でお金から自由になれない、

と率直に言っていた。 

 

 ぼくは日弁連がハーグ条約や共同親権の最大の

抵抗勢力である中で、この制度がどの程度機能す

るのかと聞いた。宇都宮日弁連が出したような別

居親を差別してはばからない意見を出す団体（正

確に言うと各県弁護士会だが）から推薦を受けた

弁護士では、そもそも中立的な子どもの意見の聞

き取りなどありえるのだろうかと素直に思う。木

村さんは、監護親の影響を取り除く機能もあるし、

ハーグ条約の事例が扱われる中で弁護士の意見も

変わっていくだろうという。弁護士にも幅があり、

それぞれの弁護士の考えにもよるというのだ。し

かしそれでは、「それぞれの裁判官や調査官の考え

による」というのとどう違うのだろう。ぼくたち

は宝クジを引くために裁判所に行くのではない。 

 懇親会でも木村さんと話したが、やはりぼくら

には見えて弁護士には見えないことがあるという

のは感じた。逆もあるだろうが、ぼくたちは弁護

士の利害はいやというほど聞かされたし、自分た

ちで押しかけて意見交換を求めもする。しかし一

度も弁護士会から（裁判所からも）別居親団体に

話を聞きたいと言われたことはない。 

子どもが意見を言う場を確保するのは大人の務

めなのはそうだろうが、親の意見を聞かないため

の制度であれば、ないほうがよい、という問いも

当然出る。（宗像充） 
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★７月２８日第４回 

「アメリカの共同養育支援」 

～オレゴン州の場合～ 

小田切紀子さん 

●臨床心理士、東京国際大学人間社会学部 

 

  

7 月 28 日に、臨床心理士、東京国際大学人間社

会学部教授の小田切紀子さんのお話しをうかがい

ました。 

オレゴン州は、1980年代にカリフォルニア州の

方法を取り入れ共同養育支援を始めました。子ど

もがいる夫婦の離婚では、現在「裁判所の離婚手

続き」以前に「養育プランの提出」と「親教育プ

ログラム」を受講することがオレゴン州法で義務

付けられています。 

「養育プラン」の作成には、調停者が夫婦双方と

面談、監護権、養育費、面会交流を決め、それに

沿って、ふたりで具体的なプランを作ります。作

成するにあたっては、裁判所のホームページを参

照できますが、「親の離婚教育クラス」で指導をう

けることもできますし、調停者や弁護士に依頼す

ることもできます。調停者の依頼については、3

回（各 1時間）までは無料、ただし夫婦一緒であ

ることが前提です。弁護士に依頼する場合には、

それなりに費用が発生します。弁護士費用は日本

より高いそうです。 

「養育プラン」の背景にある理念は「両親と継

続的に会うこと」なので、内容は具体的かつ詳細

になります。別居期間や内縁関係であっても面会

交流を是としていて、原則は「週 1 回、二泊三日」

です。 

次に「親教育プログラム」ですが、これは裁判

所の主催です。裁判所が委託した民間機関で実施

され、内容は各機関に任されています。しかし、

どの機関でも共通する項目があります。それは、

「子どもの発達段階の特徴を知ること、各発達段

階の子どもが親の離婚に示す反応を理解すること、

子どもへの適切な関わり方、元配偶者との協力の

あり方」です。元配偶者とは、婚姻中の親密な関

係から「共同養育のために子どものことだけを話

し合う」言わば、ビジネスパートナー的な関係へ

と移行するよう双方が求められます。 

夫婦関係の認識を自覚的に変えるよう求められ

る点が、心理学の成果がさまざまな分野で応用さ

れているアメリカらしい方法だと感じました。 

DV がある場合には、ただ被害を訴えただけで

は認められず、医者の診断、写真などの提出を求

められます。またDVや児童虐待があったことで、

制限はあっても面会交流が禁止されることはなく、

「加害者プログラム」への参加や、監督付の面会

交流になります 

面会交流がプランどうりに実施されない場合は、

埋め合わせの面会交流、プランに新しい条件を加

えられます。何度も違反した場合は罰金、また重

大な違反は犯罪と見なされ禁固刑に処せられます。

「子どもは夫婦で育てる」ことをいかに重視して

いるかがわかります。 

一方、「子ども教育プラグラム」もあり、子ども

たちは親の離婚に伴う不安、悲しみ、怒りなどの

表出ができるよう援助されます。また、親の離婚

は子どもの責任ではないことや親は離婚しても子

どもを愛していることなどを理解するよう導かれ

ます。 

日本でも、このような方法を検討し、日本にあ

った形で実施されるよう、取組みを始めた地方も

あります。（報告：長田） 
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片親排除という婚外子差別 

 婚外子の相続分差別をめぐって、最高裁は７月１

０日に大法廷での弁論を開いた。婚外子の相続分は

婚内子の２分の１とするという民法９００条４項の

規定を最高裁が違憲と言う可能性が高まった。 

 民法上の差別規定が時代の変化とともに容認され

なくなった一例であり、国家によって自身の価値を

貶められた当事者にとって、未来はこれまでとずい

ぶん違って見えることだろう。よくよく考えれば、

法律婚の保護のために婚外子差別を容認してきた最

高裁の以前の理屈は、ぼくたちが直面している問題

とも共通点が多く、同質のものとも言える。 

自分が婚外子になるのか、婚内子になるのかは、

その子は選べない。それを「区別」と呼んで一方の

側に不利益を強いることを合理化するのは、差別す

る側の論理である。憲法上の規定に合うあわない以

前の問題だ。親の選択や境遇によって子が不利益を

被ってはならないというのが、違憲判決の根拠とし

てあるならば、離婚、未婚（別居も）によって、子

どもが両親の愛情を受けるべき環境を保証しない、

国の法制度もまた容認しえないはずだ。片親疎外と

いうのは、子どもが別居親とともに過ごし、いいも

悪いも「この人の子どもなんだ」と実感する機会を

奪う。心理的にはそれが子どもの成長発達に悪影響

を与えるということから、予防的な観点からも、海

外では面会交流の保障や共同親権・共同養育の法制

度が整えられていった。 

 片親疎外は単独親権を象徴とする片親排除法制に

よって、容認どころかこの国では推進されてきた。

子どもにとって、自身の親が周囲（学校や行政、裁

判所）やとりわけ自分を育てている親から、親扱い

されない経験は、自身が大事にされていないという

感覚を持つに十分なものだろう。 

周囲は「だって離婚したんだからしょうがないで

しょう」と会えない親を軽蔑し、親権者には「一人

で育てる気もないのに離婚したのか」と言ってきた

［親権者が親子交流を疎外するのを憲法の観点から

否定したものとして、2012 年 11 月 7 日高知大学

人文学部・社会経済学科講師（憲法担当）岡田健一

郎の意見書がある（ｋネットホームページ収録）］。

落伍者である親を持った子どもは、自分がそれを望

んだり選んだりしていないのに、離婚や別居の事実

を隠し、会えない親のことを語ることは許されない。

ほかにやりようがないわけでもなく、海外の法制度

の変遷は、片親排除法制が、単なる政策的な選択に

すぎないことを物語っている。たとえ自分が努力し

たとしても、心がけだけで結婚は維持できない。離

婚後の法制度を整えれば離婚が増えるという都市伝

説まである（アメリカでは逆）。子どもへの不利益を

容認するのは法律婚の保護のために必要なのだ、と

いうのも婚外子差別と同じだ。子どもを鞭打つこと

で親への制裁とする。片親排除法制は婚外子差別で

あり、つまり人権問題なのだ。（宗像充） 

 

連れ去り引き離し対策弁護団結成を 

今年に入ってから，Ｋネットでは，棚瀬弁護士，津田玄

児弁護士，木村真実弁護士等々をお招きして，学習会を開

催し，私も参加した。他の共同親権や面会交流を求めるグ

ループでも，良心的な弁護士が協力するケースが徐々に増

えていると感じる。ただ，今のところ，それは個別の点で

しかない。早期に，それを線にし，面にしていくことが急

務と考える。それは，弁護団結成に他ならない。 

 司法制度を変革させるとき，弁護団が果たす役割は大き

い。近年，司法が市民にもたらしたもっとも大きい成果の

一つとして，借金に関する法律や，判例が劇的に変化した

ことがあげられようが，そこには被害者団体と弁護団が車

輪の両輪のごとく動いた結果であることが見逃せない。 

 そして，私たちの対極にある弁護士らは「ハーグ慎重の

会」などの団体を組織して，ロビー活動等をしていること

は，読者の皆さんなら周知のことと思う。 

 弁護団が結成されれば，今以上に判例等の情報共有が進

むであろう。また，勝訴と敗訴の分かれ目が何であるのか

の分析が容易になり，直接的な訴訟（審判）対策も進むに

違いない。国会議員や霞ヶ関の官僚を説得する場面におい

ても，当事者団体のみならず，弁護士もその政策を支持し

ているというアピールができれば，相乗効果を発揮し，説

得力は一気に増すことだろう。そして，なにより，弁護士

内部の意識改革のために，非監護親側に立つ弁護士が団結

することが必要だ。 

 残念ながら，平均的弁護士の意識は，監護親＝被害者・

経済的困窮から助けてあげなければならない，非監護親＝

加害者・経済的に余裕があり搾り取る対象である。 

 でも，それが一面的で時代遅れの考えなのだ，子どもと

離れて暮らす親も人格を持った存在で，離婚後の親子・父

親と母親の関係の構築が必要なのだという（我々から見れ

ば常識である）ことを，認識の遅れた司法界に吹き込むた

め，コアとなる弁護士の塊をつくることを私は熱望する。 

（杉山程彦） 
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     ■共同養育と労働法■ 第３回 

東 京司 

 

子どもの生計費はいかに賄われるべきか？ 

３回目の今回は、労働法の分野にとどまらず、

社会保障や福祉の分野にも言及して、共同養育の

可能性について述べてみたいと思います。 

 今回のテーマは子どもの生計費ですが、子ども

の生計費はおろか、自らの生計費も維持できない

非正規労働者のワーキング・プアの問題でもあり

ます。１９６７年に日本は同一価値労働同一賃金

を原則としたＩＬＯ第１００号条約に批准してい

ますが、内実を見るとその原則は日本特有の年功

型賃金体系のなかでコース別の平等という形で解

釈され、実質的には原則が存在しないにもかかわ

らず、大きな問題とはなって来ませんでした。そ

れはパート労働者の担い手である主婦や学生が低

賃金であったとしても、「彼らの夫や父親は正社員

としてその妻やこども、すなわち非正規労働者と

して就労している家族構成員の分も含めた生計費

を、賃金として得ているのが当然とみなされてい

たから」※１なのです。しかしバブル崩壊後の不況

の中で大学を卒業しても正社員になれない若年層

が増え問題が顕在化していったのです。 

 同一価値労働同一賃金の原則を厳密に適用すれ

ば、扶養家族の有無によって賃金に差がつくこと

は許されません。確かに正社員には生活給として

家族手当や扶養手当などの名称で企業等から支給

され、扶養家族のいない正社員には当たりません

が、同じ職務である限り同じ賃金でなければなら

ないはずです。そこで置き去りにされているのが

非正規労働者です。その非正規労働者にも健康で

文化的な最低限度の生活営むことができるよう保

障するのが最低賃金法で、２００７年の改正で生

活保護に関わる施策との整合性に配慮することが

明記されましたが、まだ完全に逆転現象はなくな

っていません。 

一方、労働の対価ではない（生活給ではない）

社会保障制度の一つとして国から支給されるもの

に児童手当があります。少子化を克服したとされ

るフランスでは基本の家族手当の他にも様々な手

当があり、３人以上の子どもを持つ低所得家庭に

ついては家族補足手当が支給されます。共同親権

制度が導入された場合の離婚後の児童手当の支給

方法も含めて慎重に検討し、子どもの成長を社会

全体で支える仕組みづくりが求められるところで

す。 

ところでもう一つ、子どもの生計を支えるもの

として離婚後の養育費の問題があります。最近で

は、離別父親が養育費を「踏み倒し」していると

する論調もありますが※２、離別に至った経緯の分

析も無しに「踏み倒す」という表現はいささかバ

イアスがあるように思います。しかも、その解決

方法が当事者間の合意形成のプロセスを省略して

強制徴収するということは啓蒙専制主義との批判

を免れません。また養育費だけの問題ではありま

せんが、子どもに関わる費用が妥当かどうかとい

う批判的視点も必要だと思います。現物給付であ

る高校の授業料無償化や大学の学費補助などの公

的扶助を拡充していく一方で、保護者が負担する

費用を軽減していく努力も必要だと思います。過

度なまでの塾通いや部活動等の頻繁な遠征は費用

の面だけでなく、親子時間の確保という点からも

改められるべきです。 

そうした上で児童手当の更なる拡充をすれば、子

どもの生計に関わる費用が児童手当として充分に

支給されることで、養育費の問題で争いがあって

も、子どもが被る経済的喪失を回避できると思い

ます。 

 

※１ 『新しい労働社会』濱口桂一郎 岩波新書 

2009年7月22日 

※２ 独立行政法人労働政策研究・研修機構コラム

「なぜ離別父親から養育費を取れないのか」 周 

燕飛 2013年8月2日
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堀尾の 

ワンポイント 英文和訳 

 
 

●第５回 

アサーティブなコミュニケーション 

 

「自己主張トレーニング」（アルベルティーら、

菅沼ら訳）を読みました。 

著者は「アサーティブネスとは、率直であり、

正直で礼儀正しいものであり、相手の意見と自分

の意見を共に尊重するもの」と述べています。著

者の目的は、「協力や平等を奨励すること」です。

アサーティブネスにより「家族やグループのコミ

ュニケーションが向上する」と述べています。 

著者は、次のようなことは、アサーティブネス

の一部分であると述べています。 

 

・自分の進路や人間関係、ライフスタイル、スケ

ジュールを自分自身で決定すること 

・「いや」ということができ、自分の時間や力を

どこまで費やすかを自分で決めること 

 

他人に支配されないために、まずは自分で自分

を支配するということです。さらに、相手を支配

しないということです。これは、自分や相手が、

その関係を嫌になって、その関係から脱落するこ

とを防ぎます。 

 

著者は、アサーティブネスが選択の問題である

ことを強調しています。相手から困難なことを要

求されたときに、不満ながらもそれに従うという

選択肢があります。また、相手を非難して拒絶す

るという選択肢があります。また、自分の希望を

述べ相手の希望を聞いて、理性的に協議して決め

るという選択肢もあります。 

アサーティブネスを選択しない場合もあるわけ

です。これまで困難な要求に対してずっとイエス

と言ってきた人が、アサーティブネスの本を読ん

で、それ以後、急に自己主張をするようになって、

必ずノーと言うことではありません。 

著者は、どんな人も常にアサーティブであるわ

けではないと述べています。次のようなことを考

慮してアサーティブになるかどうかを決めるとの

ことです。 

 

・それが、自分にとってどのくらい大事なことか 

・アサーティブな行動によってもたらされる結果

や危険について認識しているか 

・臨機応変にあらゆる手を尽くして結果を出そう

としているか 

 

著者は「アサーティブネスは学習によって身に

付けていくもの」であると述べています。また「ア

サーティブになることに成功するコツは、ゆっく

りと一歩ずつ自分の行動を変えていくこと」と述

べています。 

特定の人との人間関係において、相互の率直さ

を少しずつ育てていくということです。相互理解

と信頼に基づいて、コミュニケーションを円滑に

行う関係を築いていくといことです。 

例えば work - family バランスの問題は、家庭

も仕事も共に大切であるので、簡単に解決できる

ような問題ではありません。しかし、アサーティ

ブネスにより、コミュニケーションの不足から発

生するトラブルを、減らすことができます。それ

は普段から、誠実で正直な関係を少しずつ築いて

おくということです。（堀尾英範） 
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ゴウインにマイウェイ 17  ■味沢道明（日本家族再生センター） 

美しき離婚 

 先日、恒例の集まりである夫婦がみんなに離婚おめでとうと祝福されました。ＤＶで長年苦しみ、あ

ちこち巡るうちに事件か事故でどちらか死んでしまってもおかしくないほどに状況が悪化し、一年少し

前に私の所に来られました。 

 私の所には困難を抱えた夫婦も多くこられます。一般に行政の女性相談では、夫婦の問題は、男性の

支配に原因する、それはＤＶです、ＤＶ男性は変わる事は無いし、すぐに別れて離婚に向けて動き出さ

ないととても危険です……という説明を受けます。それが適切な場合もあるでしょうけれど、それでは

納得できない女性も少なくありません。けれど、こんな女性に対し適切な援助として対応する事は難し

いようです。加害者対応の論理もスキルも無いからです。結果、別れるなら弁護士を紹介する、とりあ

えずすぐにシェルターに逃げなさい、との対応をする所がほとんどだし、離婚しても問題は終わりませ

ん。ＤＶの本質について理解できてない被害者支援だから仕方ないと言えば仕方ないのですが、いろん

な当事者の話しを聴くと胸痛みます。「夫に殴られたら、また来てください」と相談員に言われてとて

も辛かった、と私に話された女性もおられました。 

 ＤＶは単純に善悪で語れるものではなく、夫婦それぞれが生育や認知、労働環境や複雑な人間関係等、

の問題を抱えています。私はそれぞれの問題に多様な援助で対応します。結果、自分の問題と向き合い、

自己成長したさきほどの夫婦は戸籍（家制度）と言う縛りから解放され、それぞれが自由な一個人とし

て助け合える関係を再構築することができました。二人のあの笑顔は一年前の姿からは想像もできない

ものでした。ほんとに、離婚と言う言葉がこれほど美しく感じられたのは私もはじめてでした。 
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子
の
引
き
渡
し
強
制
執
行
か
ら 

『月
二
回
の
面
会
交
流
』
ま
で 

 
 

「裁
判
所
の
人
が
来
て
い
ま
す
」
と
平
成
二
三
年
の

春
、
子
ど
も
を
預
け
て
い
た
保
育
園
か
ら
緊
急
の
電

話
を
受
け
た
。
「子
ど
も
を
母
親
に
引
き
渡
し
ま
す
」  

と
渡
さ
れ
た
名
刺
か
ら
裁
判
所
の
執
行
官
だ
と
分
か

っ
た
。
半
年
前
に
最
初
に
子
ど
も
を
連
れ
去

っ
た
の

は
妻
だ

っ
た
。
そ
の
後
、
納
得
で
き
ず
に
子
ど
も
だ

け
を
連
れ
戻
し
た
。
ま
さ
か
、
わ
が
子
が
物
の
よ
う

に
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
と
は
。
引
き
渡
す
際
に
見
た
、

無
表
情
の
子
ど
も
の
姿
が
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。 

 
 

す
ぐ
に
調
停
が
始
ま
っ
て
も
、
子
ど
も
に
自
由
に

会
え
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「妻
の
許
可
が
必
要
だ
」

と
調
停
委
員
に
言
わ
れ
、
調
停
期
間
中
の

一
年
間
は 

二
回
し
か
子
ど
も
に
会
え
な
か
っ
た
。
引
き
渡
し
強

制
執
行
が
行
わ
れ
て
か
ら

一
年
後
に
よ
う
や
く

「月

一
回
の
面
会
交
流
」
の
審
判
が
出
た
。
し
か
し
、
審

判
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
子
ど
も
の
引
き
渡
し
方

法
を
要
求
し
て
き
た
た
め
、
翌
々
月
に

「仮
に
仲
介

人
を
定
め
る
」
と
の
保
全
審
判
が
出
た
。
月

一
回
の

面
会
交
流
を

一
〇
ヶ
月
続
け
な
が
ら
、
そ
の
間
面
会

交
流
の
調
停

・
審
判

・
参
与
員
制
度
を
利
用
し
た
審

問
な
ど
八
回
申
し
立
て
を
行

っ
た
。
通
常
の
調
停
委

員
と
は
異
な
り
、
参
与
委
員
の

「健
全
な
父
子
関
係

を
築
く
た
め
に
は
、
毎
月
二
回
の
面
会
交
流
は
必
要

だ
」
と
の
意
見
が
書
か
れ
た
審
問
期
日
調
書
を
握
り

締
め
。 

 
 

平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
に
『
月
二
回
の
面
会
交

流
』
の
審
判
が
出
ま
し
た
。 

（溝
口
・
鹿
児
島
） 

幸
せ
は
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
！ 

秋
篠
宮
ご
夫
妻
の
長
男
悠
仁

（ひ
さ
ひ
と
）
さ
ま

（六
歳
）
が
、
東
京
都
文
京
区
の
お
茶
の
水
女
子
大

付
属
幼
稚
園
を
卒
業
し
た
。
四
月
に
付
属
小
学
校

へ

進
学
す
る
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
息
子
の
こ
と
を
悠

仁
さ
ま
に
投
影
し
て
い
る
自
分
が
い
ま
す
。 

息
子
は
、
悠
仁
さ
ま
と
同
じ
よ
う
に
三
月
に
卒
業

を
迎
え
た
の
か
な
ぁ
と
思
い
、
小
学
校

へ
通
う
準
備

を
し
て
い
る
の
か
な
ぁ
と
想
像
し
ま
し
た
。
悠
仁
さ

ま
の
成
長
の
ニ
ュ
ー
ス
の
度
に
、
背
丈
や
容
姿
や
動

き
な
ど
を
息
子
に
投
影
し
て
、
今
は
こ
ん
な
感
じ
な

の
か
な
？
と
父
親
と
し
て
息
子
の
成
長
を
楽
し
ん
で

い
る
の
で
す
。 

子
ど
も
と
会
え
な
い
親
は
、
辛
さ
悲
し
さ
を

何
か
で
バ
ラ
ン
ス
を
取

っ
て
い
ま
す
。
私
は
心
理
学

を
勉
強
す
る
こ
と
で
、
バ
ラ
ン
ス
を
取

っ
て
い
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
戦
う
道
は
選
び
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
結
果
、
子
ど
も
た
ち
が
生
ま
れ
た
神
奈
川
県
平

塚
市
で
協
働
事
業
市
民
講
座

「楽
し
い
親
子
関
係
セ

ミ
ナ
ー
」
を

一
〇
月
二
日

（土
）
に
開
催
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
子
育
て
し
て
い
な
い
私
が
親
子
関

係
の
セ
ミ
ナ
ー
を

一
般
市
民
に
す
る
の
で
す
。 

  

戦
う
こ
と
を
否
定
は
し
ま
せ
ん
。
私
は
勉
強
し
た

結
果
、
新
し
い
世
界
が
広
が
り
今
幸
せ
な
の
で
す
。

こ
れ
も
二
人
の
会
え
な
い
子
ど
も
た
ち
と
、
子
ど
も

た
ち
を
養
育
し
て
い
る
前
妻
の
お
陰
だ
と
感
謝
し
て

い
ま
す
。
「負
け
る
が
勝
ち
」
と
言
い
ま
す
が
、
人
生

は
勝
ち
負
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
眉
間
に
シ
ワ

を
よ
せ
て
、

ハ
エ
が
出
ら
れ
な
く
な

っ
て
い
ま
せ
ん

か
？ 

幸
せ
は
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
の
で

す
。
♪ 

 
 

 
 

（宇
野 

努

・
こ
こ
ラ
ボ
） 

  
  

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
    

  
  

  
 
  

  
  

  

家
裁
再
び 

 

ま
た
調
停
で
家
庭
裁
判
所
に
行
く
こ
と
に
な

っ
た
。

今
回
は
代
理
人
が
付
い
て
、
さ
ら
に

「面
会
交
流
」

な
ど
の
申
立
人
と
し
て
の
立
場
に
な

っ
た
。
担
当
の

二
人
の
調
停
委
員
と
調
査
官
に

「以
前
の
家
庭
裁
判

所
で
の
調
停
で
は
、
何
も
知
ら
さ
れ
ず
、
話
し
は
十

分
に
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
調
停
の
進
め
方
は

一
方
的

で
、
た
い
へ
ん
不
快
な
思
い
を
し
ま
し
た
」
と
ま
ず

は
言

っ
て
み
る
。
す
る
と

「法
律
が
変
わ
り
ま
し
た

か
ら
調
停
の
進
め
方
も
変
わ
り
ま
し
た
よ
」
と
の
返

答
。
調
停
委
員
が

「面
会
交
流
は
ど
の
よ
う
に
行
い

ま
す
か
」
と
繰
り
返
す
の
で
、
「わ
た
し
は
あ
く
ま
で

自
分
の
家
族
の
問
題
を
解
決
し
た
い
の
で
あ

っ
て
、

家
裁
で
い
う
面
会
交
流
が
そ
の
解
決
で
あ
る
と
は
思

え
ま
せ
ん
」
と
言
う
と
苦
い
顔
に
。 

そ
の
後
、
長
年
に
わ
た
り
子
ど
も
た
ち
に
会

っ
て

い
な
い
し
、
ま
ず
会
う
こ
と
が
必
要
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
相
手
方
と
の
折
衝
に
調
停
委
員
は
席
を
立

つ
。

小

一
時
間
後
、
相
手
方
の
代
理
人
が
同
席
し
て
話
し

合
い
に
な
る
。
「子
ど
も
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る

『
連
れ

去
り
』
に
あ

っ
て
い
て
、
こ
ち
ら
側
に
は
子
ど
も
と

会
う
の
に
何
も
問
題
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
自
由
に

子
ど
も
に
会
え
な
い
こ
と
が
変
な
こ
と
で
は
」
と
言

う
と
、
相
手
方
代
理
人
は

「
こ
ち
ら
と
は
見
解
が
違

い
ま
す
」
と
気
色
ば
む
。
そ
の
う
ち

「監
護
親
の
立

場
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
言
う
の
で
、
「

(

離

婚
が
成
立
し
て
い
な
い
の
で)

わ
た
し
も
監
護
親
の

は
ず
で
す
が
。
連
れ
去
り
を
し
て
引
き
離
し
す
れ
ば

監
護
親
な
の
で
す
か
」
と
言
う
と

「見
解
の
相
違
で

す
」
の
繰
り
返
し
。
話
し
の
上
で
は
、
夏
休
み
中
に

子
ど
も
た
ち
と
会
う
こ
と
に
な

っ
た
け
れ
ど
、
果
た

し
て
ど
う
な
る
か
。 

（安
藤
） 



 
 

１２ 
 

瓦
版 

★
国
立
交
流
会 

 

日
時

・
八
月

一
八
日

（日
）

一
三
〇
〇

～

一
五
〇
〇
、
場
所

・
国
立
公
民
館
中

集
会
室
、
参
加
費
無
料
、
問
い
合
わ
せ

・

ｋ
ネ

ッ
ト 

★
ｋ
ネ
ッ
ト
運
営
会
議 

日
時

・
八
月

一
八
日

（日
）

一
五
三
〇

〇
～

一
七
三
〇
、
場
所

・
国
立
公
民
館

中
集
会
室
、
は
じ
め
て
参
加
さ
れ
る
方

は
ｋ
ネ

ッ
ト
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

★
銀
座
交
流
会 

日
時
・
八
月
二
七
日
、
九
月
二
四
日

（毎

月
第
四
火
曜
日
）
、
一
九
〇
〇
～
二

一
〇

〇

（入
退
出
自
由
）
、
場
所

・
東
銀
座
３

１
３
ビ
ル
セ
ミ
ナ
ー

ル
ー
ム
、
参
加

費

・
五
〇
〇
円

（運
営
費
含
む
）
、
問
い

合
わ
せ

・
〇
九
〇

・
四
九
六
四

・
一
〇

八
〇

（植
野
） 

★
宮
崎
交
流
会 

日
時

・
九
月
七
日
、

一
〇
月
五
日

（毎

月
第

一
土
曜
日
）

一
八
〇
〇
～
二
〇
〇

〇
、
場
所

・
宮
崎
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

（
宮

崎

市

橘

通

西

一
の

一
の

一 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

宮
崎
市
民
プ
ラ
ザ
三
階
、
参
加
費
無
料
、

問
い
合
わ
せ

・
〇
九
八
五

・
四
七

・
六

七
九
七
、
メ
ー
ルk

n
e
tm

iy
a
za

k
i@

 

y
a
h
o
o
.co

.jp
 

★
鹿
児
島
交
流
会 

日
時

・
九
月

一
四
日

（毎
月
第
二
土
曜

日
）

一
八
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
、
場
所
の

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
、
問

い
合
わ
せ

・
〇
七
〇

・
五
二
七
〇

・
三

二
五

一
、
メ
ー
ルk

a
g
o
sh

im
a
o
y
a
k
o
 

@
w

illco
m

.co
m

 

★
別
府
交
流
会 

九
月
二

一
日
、

一
〇
月

一
九
日

（毎
月

第
三
土
曜
日
）

一
八
〇
〇
～
二
〇
〇
〇    

【場
所
】
別
府
市
野
口
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー

（大
分
県
別
府
市
野
口
元
町
１
２

－
４
３
）
、
参
加
費

・
五
〇
〇
円
、
メ
ー

ルitu
m

o
.itu

m
a
d
e
m

o
. 

o
y
a
k
o
@
g
m

a
il.co

m
 

★
共
同
養
育
セ
ン
タ
ー
つ
む
ぎ
相
談
日 

日
時

・
第

一
、
第
二
、
第
三
火
曜
日

一

八
〇
〇
～
二

一
〇
〇
、
場
所

・
東
銀
座

３
１
３
ビ
ル
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
、
料
金

三
〇
〇
〇
円

（
一
時
間
、

一
時
間
超
は

一
時
間
毎
に

一
〇
〇
〇
円
の
加
算
）
、
問

い
合
わ
せ

・
〇
九
〇

・
四
九
六
四

・
一

〇
八
〇

（植
野
）
＊
相
談
日
以
外
で
も

ご
予
約
の
上
相
談
は
受
け
付
け
ま
す
。 

★

コ
ト
オ
ヤ
ネ
ッ
ト
さ

っ
ぽ
ろ

（と

面
接
交
流
ネ
ッ
ト
）
の
定
例
会

・
無

料
相
談
会 

日
時

・
八
月

一
七
日

（土
）

一
三
〇

〇
～

一
五
〇
〇
、
場
所

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
自
立
生
活
セ
ン
タ
ー
さ

っ
ぽ
ろ
会

議
室

（札
幌
市
白
石
区
南
郷
通

一
四

丁
目
南
二
ニ
ュ
ー
南
郷
サ
ン
ハ
イ
ツ

向
か
い
正
面
、
地
下
鉄
東
西
線
新
札

幌
行

「南
郷

一
三
丁
目
」
駅
下
車
二

番
出
口
よ
り
徒
歩

一
分
、
問
い
合
わ

せ

・
０
１
１

・
７
９
９

・
１
９
９
４

（カ
タ
ラ
ン
） 

【
ｋ
ネ
ッ
ト
国
立
事
務
所
】 

〒

一
八
六-

〇
〇
〇
二
東
京
都
国
立
市

東
三

‐
一
七

‐
一
一
Ｂ
‐
二
〇
二

（郵

便
は
こ
ち
ら
に
お
願
い
し
ま
す
） 

【東
銀
座
３
１
３
ビ
ル
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー

ム
】 

東
京
都
内
で
の
相
談
、
交
流
会
、
グ
ル

ー
プ
ワ
ー
ク
、
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
は
こ

ち
ら
で
す

（
こ
ち
ら
で
は
郵
便
物
は
受

け
付
け
て
ま
せ
ん
）
。 

東
京
都
中
央
区
銀
座
三

‐
一
三

‐
一
九

東
銀
座
三

一
三
ビ
ル
八
階
、
最
寄
り
駅

＝
地
下
鉄
東
銀
座
駅
徒
歩
三
分
、
銀
座

駅
徒
歩

一
〇
分
。
晴
海
通
り
か
ら
歌
舞

伎
座
の
あ
る
通
り
を
入
り
、

マ
ガ
ジ
ン

ハ
ウ
ス
の
あ
る
並
び
。
銀
座
三
丁
目
郵

便
局
斜
め
向
か
い
。 

【編
集
後
記
】
ぼ
く
は
悠
仁
君
が
テ
レ

ビ
に
出
て
も
、
税
金
使

っ
て
特
別
扱
い

す
る
な
ら
、
う
ち
の
娘
も
同
じ
よ
う
に

し
て
ほ
し
い
よ
、
と
思
う
。
国
費
で
子

育
て
し
ち
ゃ
い
け
な
の
。
（宗
像
） 

会
員
募
集
と
寄
付
の
お
願
い 

 

私
た
ち
は
、
親
子
の
引
き
離
し
状
況

を
改
善
し
、
共
同
養
育

・
共
同
親
権
を

実
現
す
る
法
整
備
、
社
会
制
度
作
り
を

目
指
す
別
居
親
団
体
で
す
。
片
親
を
排

除
す
る
法
制
度
に
反
対
し
て
い
ま
す
。

実
態
調
査
や
立
法
府

へ
の
提
言
、

ロ
ビ

ー
活
動
、
裁
判
所
の
運
用
改
善
、
別
居

親

へ
の
情
報
提
供
、
地
方
自
治
体

へ
の

要
請
な
ど
を
通
じ
て
、
親
ど
う
し
が
別

れ
て
も
親
子
が
親
子
で
あ
る
た
め
の
活

動
を
行
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ブ

ロ
グ
を
運
営
し
、
会
報

「共
同
親
権
運

動
」
を
年
四
回
を
目
標
に
発
行
し
て
い

ま
す
。
会
員

・
賛
同
者
を
募

っ
て
い
ま

す
。 

年
会
費

（会
員
は
別
居
親
と
そ
の
家

族
）
・
三
〇
〇
〇
円
、
賛
同
者
に
よ
る
賛

同
金

・
三
〇
〇
〇
円
。
ま
た
ご
寄
付
を

募

っ
て
い
ま
す
。
会
費
、
賛
同
金
、
ご

寄
付
は
以
下
に
お
振
込
み
く
だ
さ
い
。

活
動
の
た
め
に
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

■
郵
便
振
込 

０
０
１
３
０

‐
５

‐
４

７
２
６
７
９ 

加
入
者
名
ｋ
ネ

ッ
ト 

■
銀
行
口
座 

三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

国
立
支
店
０
０
７
２
１
７
０

（普
）
ケ

イ
ネ

ッ
ト
＊
口
座
名
が
略
称
に
な
り
ま

し
た
。
（銀
行
口
座
を
ご
利
用
の
場
合
は

メ
ー
ル
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
て
お
名
前
ご

連
絡
先
、
住
所
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
） 

メ
ー
ル 

i
n
f
o
@
k
y
o
d
o
s
i
n
k
e
n
.
c
o
m
 
 
 


